
期間業務職員（非常勤、障害者）の募集について  

 

１ 採用内容  

 職    種：空港内の衛生調査補助（期間業務職員）  

 募 集 人 員：１名  

 任 期 期 間：令和８年４月１日以降の採用日～令和９年３月３１日まで 

 業 務 内 容：空港区域場周道路等の運転業務及び衛生調査補助（ねずみや蚊の捕獲）  

パソコン・専用端末を使用してのデータ入力や文書作成、事務補助などの一般事  

務、文書等の整理、屋外の調査現場あり 

 

２ 勤務条件及び給与等  

 勤  務  地：成田市取香字天浪８００番地（貨物管理ビル３階）「衛生課」  

 庁舎設備状況：エレベーター：有、出入口段差：無、階段手すり：無、点字表示：無、  

        玄関ドア：手動、建物内の車椅子移動：可※事務所内は、車椅子利用不可  

        障害者トイレ：無（洋式：有）※成田空港内には障害者トイレ設置  

         

 勤 務 時 間 等：始業時間０８：３０～１７：１５の間の６時間以上（休憩１２：００～１３：００）  

 給    与：時給１，３９６円～１，７９５円（経験年数に応じて調整）  

        その他の手当等は、「一般職の職員の給与に関する法律第２２条第２項に規定        

する非常勤職員の給与について」に基づき支給  

       ※雇用期間中に一般職の職員の給与に関する法律及び人事院規則が改正さ        

れた場合、時給を変更する場合があります。 

 保  険  等：雇用保険、健康保健（国家公務員共済組合（短期給付））、厚生年金保険  

 休    日：土日祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 休    暇：年次休暇１０日（６か月継続勤務し、全勤務日の８割以上出勤した場合、７か月        

目から使用可。再雇用時に繰越可。）  

 

３ 応募資格  

 ・高校卒業以上  

 ・パソコン（エクセル・ワード）の操作ができる者  

・普通自動車運転免許   あれば尚可  

 ・日本国籍を有し、国家公務員法第３８条の欠格条項に該当しないこと 

 ・次に掲げる手帳等の交付を受けている者（手帳等は、応募時及び人物（面接）試験実施時に  

有効であることが必要）  

 ア ①身体障害者手帳  



   ②身体障害者福祉法第 15 条の規定により都道府県知事の定める医師が、当該都道府県    

において同条の申請に用いられる様式により作成した、障害の種類及び程度並びに障     

害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる障害に該当する旨が記載された診断     

書・意見書  

   ③産業医又は人事院規則１０－４第９条等に規定する健康管理医による②に準じる診断    

書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス    

による免疫又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。）  

 イ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳等又は児童相談所、知的  

障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは地域障害者職業セン  

ターによる知的障害者であることの判定書  

 ウ 精神障害者保健福祉手帳  

 

４ 選考及び応募方法  

 選 考 方 法：書類選考、人物（面接）試験  

 応 募 方 法：下記の問合せ先に電話連絡のうえ、次の書類を送付してください。  

        ・履歴書（写真貼付） ・職務経歴書  

 ※書類選考（書類審査）合格者には面接日時等を電話連絡の上、人物（面接）試験等を行いま  

す。なお、書類選考で不合格となった方の応募書類は、求人者の責任にて廃棄します。  

 ※業務遂行上の配慮等の確認のため、障害の状況（障害の種別や等級）及び必要な配慮事  

項等を可能な範囲で履歴書の備考欄に記載してください。  

 ※支援機関を利用している方は、支援機関の名称・支援者名等を履歴書の備考欄に記載して  

ください。 

 ※締切は特に設けませんが、採用者（１名）が決定次第募集は打ち切りとなります。  

 

５ 問合せ先  

   〒２８２－０００４  

   成田市古込字古込１－１（成田空港第二旅客ターミナルビル６階）  

   成田空港検疫所総務課 平城、太田  

   電話番号０４７６－３４－２３０１  


